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諫早市告示第１８号  

 諫早市介護予防・日常生活支援総合事業実施規程を次のように定

める。  

  平成２９年３月１３日  

諫早市長   宮  本  明  雄      

 

諫早市介護予防・日常生活支援総合事業実施規程  

（趣旨）  

第１条  この規程は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日

常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施に関し、

法及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。  

（定義）  

第２条  この規程で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の

例による。  

（総合事業の内容）  

第３条  市は、総合事業として、第１号事業及び一般介護予防事業

（法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業をいう。）を実

施する。  

２  前項の第１号事業の種類は、次のとおりとする。  

 (1) 訪問サービス  

 (2) 短期集中予防訪問サービス  

 (3) 通所サービス  

 (4) 短期集中予防通所サービス  

 (5) 介護予防ケアマネジメント  

３  前項第１号及び第３号の事業（以下「第１号事業支給費支給対

象サービス」という。）は、法第１１５条の４５の３第１項の規定

により、居宅要支援被保険者等が市長の指定する者の当該指定に
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係る第１号事業を行う事業所により行われる当該第１号事業を利

用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第

１号事業に要した費用について、第１号事業支給費を支給するこ

とにより行う。  

（第１号事業支給費の額）  

第４条  第１号事業支給費の額は、市長が別に定める基準により算

定した費用の額（当該額が現に当該事業のサービスに要した費用

の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とす

る。）の１００分の９０に相当する額とする。  

（第１号事業支給費の支給限度額）  

第５条  居宅要支援被保険者が要支援認定有効期間に係る日が属す

る月についてそれぞれ当該月の初日からの１月間において受けた

第１号事業支給費支給対象サービスにつき支給する第１号事業支

給費の総額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎

として、省令第８７条で定めるところにより算定した額の１００

分の９０に相当する額（当該居宅要支援被保険者が介護予防サー

ビス又は地域密着型介護予防サービスと併せて第１号事業支給費

支給対象サービスを受けた場合にあっては、当該額から介護予防

サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並

びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着

型介護予防サービス費の額の総額の合計額を除いた額）を超える

ことができない。  

２  省令第１４０条の６２の４第２号の被保険者（以下「事業対象

者」という。）が月の初日からの１月間において受けた第１号事業

支給費支給対象サービスにつき支給する第１号事業支給費の総額

は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、省

令第８７条で定めるところにより算定した額（要支援状態区分が

要支援１である者に係る額とする。）の１００分の９０に相当する

額を超えることができない。  

３  前項の規定にかかわらず、事業対象者の自立支援に資すると市
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長が特に認める場合は、同項に規定する額を超えて第１号事業支

給費を支給することができる。  

４  第１項及び第２項に規定する第１号事業支給費の総額を算定す

るに当たっては、当該総額から次に掲げる費用の額の合計額を控

除するものとする。  

 (1) 第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準（平成２９

年告示第２１号）別表第１号事業支給費単位数表（以下「第１

号事業支給費単位数表」という。）の訪問サービス費アからエ

ま で の 注 ４ か ら 注 ６ ま で 及 び キ の 規 定 に よ る 加 算 に 係 る 費 用

の額  

 (2) 第 １ 号 事 業 支 給 費 単 位 数 表 の 通 所 サ ー ビ ス 費 の ア か ら エ ま

での注２、サ及びシの規定による加算に係る費用の額  

 （一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る第１号事業支給

費等の額）  

第６条  第１号被保険者であって第１号事業支給費支給対象サービ

スのあった日の属する年の前年（当該第１号事業支給費支給対象

サービスのあった日の属する月が１月から７月までの場合にあっ

ては、前々年。以下同じ。）の合計所得金額（地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）が１６０万円以上であるものが受ける第１号事業支給費の支

給について前２条の規定を適用する場合においては、これらの規

定中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の８０」とする。 

２  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。  

(1) 第１号事業支給費支給対象サービスを受けた第１号被保険者

及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第１号被保険者

について、当該第１号事業支給費支給対象サービスのあった日

の属する年の前年中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年

金等の収入金額をいう。）及び同年の合計所得金額から所得税法
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第３５条第２項第１号に掲げる金額を控除して得た額（その額

が零を下回る場合には、零とする。）の合計額が３４６万円（当

該世帯に他の世帯員である第１号被保険者がいない場合にあっ

ては、２８０万円）に満たない場合  

(2) 第１号事業支給費支給対象サービスを受けた第１号被保険者

が当該第１号事業支給費支給対象サービスのあった日の属する

年度（当該第１号事業支給費支給対象サービスのあった日の属

する月が４月から７月までの場合にあっては、前年度）分の地

方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税

を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得割

を除く。）を課されていない者又は市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税を免除された者である場合  

(3) 第１号事業支給費支給対象サービスを受けた第１号被保険者

が当該第１号事業支給費支給対象サービスのあった日において

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定

する被保護者である場合  

（高額第１号事業支給費の支給）  

第７条  市は、次に掲げる額の合計額（以下「利用者負担額」とい

う。）が著しく高額であるときは、居宅要支援被保険者等に対し、

高額第１号事業支給費を支給する。  

(1)  居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する要介護被保険者

に係る法第５１条第１項の介護サービス利用者負担額（同条の

規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、

当該支給に相当する額を除いた額）  

(2) 居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一

の世帯に属する居宅要支援被保険者に係る法第６１条第１項の

介護予防サービス利用者負担額（同条の規定により高額介護予

防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給に相当す

る額を除いた額）  
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(3) 居宅要支援被保険者等が受けた第１号事業支給費支給対象サ

ービスに要した費用の合計額（第１号事業支給費支給対象サー

ビスに係る第１号事業支給費の合計額に９０分の１００（第６

条第１項の規定が適用される場合にあっては８０分の１００）

を乗じて得た額とする。）から当該費用につき第１号事業支給

費として支給された額を控除して得た額  

２  居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の

世帯に属する居宅要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者が

諫早市社会福祉法人による介護保険サービスに係る利用者負担額

減額措置事業実施規程（平成１７年告示第２１号）第３条第２号

の減額対象者又は諫早市中山間地域等の地域における利用者負担

額軽減措置事業実施規程（平成２１年告示第１１９号）第３条第

２号の減額対象者であるときは、社会福祉法人による減額後の利

用者負担額（高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が

支給される場合にあっては、これらの支給に相当する額を除いた

額）を前項の利用者負担額とみなして同項の規定を適用する。  

３  前２項に規定するもののほか、高額第１号事業支給費の支給に

関して必要な事項は、別に定める。  

（高額医療合算第１号事業支給費の支給）  

第８条  市は、前条第１項の利用者負担額（同項の高額第１号事業

支給費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を

控除して得た額）及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険

法（大正１１年法律第７０号）第１１５条第１項に規定する一部

負担金等の額（同項の高額療養費が支給される場合にあっては、

当該支給額に相当する額を控除して得た額）その他の医療保険各

法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）に規定するこれに相当する額として別に定める額の合計額が、

著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高

額医療合算第１号事業支給費を支給する。  
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２  前項に規定するもののほか、高額医療合算第１号事業支給費の

支給に関して必要な事項は、別に定める。  

（その他）  

第９条  この規程に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要

な事項は、別に定める。  

附  則（抄）  

 （施行期日）  

１  この規程は、平成２９年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  事業対象者の該当の有無を判断する手続その他この規程の実施

のために必要な行為は、この規程の施行の日（以下「施行日」と

いう。）前においても行うことができる。  

 （経過措置）  

３  施行日の前日において要支援認定を受けていた被保険者につい

ては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成３０年３月３１

日のいずれか早い日までの間は、この規程の規定は適用しない。  
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